
令和 7年度秋のまちづくり懇談会内容 
 

日 時： 令和 7年 11月 23日(日)16:30～ 

場 所： 日出生活館 

出席者： 11 人 

 

１開 会  

２町長挨拶  

３懇 談  

(1) 栗山町第 7 次総合計画～後期実施計画策定に向けて～資料① 

（2）主要施策の取組状況について 資料② 

(3) 自由懇談 

4 その他 別添資料 

 ・くりやま暮らし応援電子商品券のご案内等・・・商工観光課より 

 ・緊急告知 FM ラジオの企業・事業所配付について・・・総務課長より 

 ・町営バス時刻表（説明なし） 

 ・基盤整備状況及び地域開発構想図 

5 閉 会 

【自由懇談・そのほかの質疑など】 

■道路・河川の整備要望について 

町 民 

 

道路 2件、河川 7件の要望を提出している。要望を出している角田鉱線では、車
のタイヤがバーストした事案が起きている。河川は、町の管轄でないかもしれな
いが、草木が生い茂って農家の畑が日照不足になっているところもある。 

 町  長 道路と河川の事業要望は、これから予算の中で優先順位をつけて整理させていた
だく。河川の方も含めて、道に言わなければならないところもあるので整理させ
ていただきたい。 

■道路愛護事業について 

町 民 
 

地域の高齢化もあって担い手がいなくなってきている。交差点も見通しの悪いと
ころがある。 

町  長 本来は町道の管理のため町がやるべきこと。それを地域の皆さんに協力をいただ
いているというのが、この愛護事業の趣旨。なんとか地域でできる部分について
は、やっていただければというふうに思っているのが町の考え方だが、どうして
も地域で対応もできないということになれば、愛護事業から町の直営の管理とい
うことに変わってくる。 

■歩道の舗装の剥がれについて 

町 民 
 

道道から日出生活館へ入るところの歩道が、めくれてしまっている。道道の歩道
だと思うので管轄は道だとは思うが、恐らく舗装をめくった原因は町道の除雪だ
と思う。道では手押の除雪機でやるだけなので道が原因とは思えない。破損部分
が毎年広がっていっている。 

町  長 道との協議が必要かもしれない。確認させてもらいたい。 



■農作物の獣害について 

町 民 
 

昔から獣害はあるが、今年はハウスにまで入られた。7 月の暑い時期で、夜も開
けていて、トマトがトータルで 8,000 個以上被害にあった。猟友会の方にお願い
したが、鹿だと重くて駆除した後の処理の負担が大きいと言われた。例えば駆除
した鹿を堆肥化するとか、鹿を買ってもらえるような仕組みとか作れないのかと
思う。アライグマも例年は敷地内で捕まるのは大体 2 匹ぐらいだが今年は 10 匹
捕まった。納屋の中に置いていたトマトも被害にあった。今年は限界を超えてし
まった。 

町  長 
 

持ち帰って農林課とこの問題について検討したい。他の会場でも鹿の被害がかな
り出てきているという話もでている。農業被害を減らしていくということは重要
なのでなんとか対応していければと思う。 

■ハンターの人数について 

町 民 
 

栗山町のハンターは何人なのか。 

 町  長 猟友会の会員は 26人でその内 4,5 人が熊を駆除できる。 

■エフエムくりやまが聞こえない 

町 民 
 

電波が悪くエフエムくりやまが聞こえなくて、以前 T型アンテナをもらった。そ
れでもノイズが入って聞き取れない。 

商工観光課長 屋外にアンテナをつけることも可能なので後ほど確認させていただきたい。 

■シカ柵の管理について 

町 民 
 
 

日出第三地区には農家が 2軒しかなく、今までシカ柵の管理を地域の皆さんに協
力してやっていただいた。しかし、高齢化でこれまでやっていただいた方たちか
ら協力が得られなくなっている。新規就農の農家は夫婦 2人でやっているので、
メンテナンスをするまでが手が回らない。農業振興公社や普及センターと課題の
共有はできてはいるが、解決には至らない。外注に頼らざるを得ないのかなとは
思っている。 

町  長 
 

栗山町の農業、基幹産業をどのように維持していくかっていうところに視点をお
いて、今度のこの総合計画を作っていく中で、来年度の予算に向けても検討した
いと思う。 
 

町 民 
 

高齢で作業できる人が減っている。何か対策を考えないと行き詰ってしまう。日
出地区でシカ柵がだめになると栗山町に与える影響が大きい。 

町  長 検討したい。 

■ポジポカードを使用しようとしたら断られた 

町 民 
 

ポジポカードを使えることになっている店舗なのにポイントを使おうとしたら
操作できないと断られてしまった。 

商工観光課長 役場にも同様の電話が来てお叱りを受けている。カード会でも加盟店の教育を行
っている。お店が操作の仕方がわからないというのはよくないと思っている。 

■電子マネーの有効期限について 

町 民 
 

現金をカードにチャージしたポイントの有効期限は。 
 
 

商工観光課長 6 カ月間。電子マネーで買っても現金で買ってもポイント付与率は 100円につき
1 ポイント。あまり多くのお金をチャージしてしまうと有効期限が切れて使えな
くなってしまう可能性があるので気を付けていただきたい。 

 


